
 
 

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークブランド認証制度実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク（以下「祖母ＢＲ」という。）の豊かで貴重

な自然環境やそれらを背景にした技術を活かして生産されるエリア内産品をブランド認証する祖

母・傾・大崩ユネスコエコパークブランド認証制度の実施について必要な事項を定め、祖母ＢＲ産

品を通した祖母ＢＲの自然環境や生活文化に関する情報の発信と地域資源の持続的な活用を推進す

るとともに、祖母ＢＲのブランド向上を図り、地域社会経済の発展に寄与することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において「認証」とは、事業者等からの申請に基づき、一定の基準（以下「認証基準」

という。）に適合する祖母ＢＲエリアで生産された産品について、祖母・傾・大崩ユネスコエコパー

ク推進協議会（以下「推進協」という。）会長が祖母・傾・大崩ユネスコエコパークブランド（以

下「祖母ＢＲブランド」という。）として認めることをいう。 

２ この要綱において「事業者等」とは個人、生産組合、団体、法人又は集落等をいう。 

 

 （認証審査会の設置） 

第３条 推進協会長は、祖母ＢＲブランドの認証に関し、必要な事項を審査するため、祖母・傾・大

崩ユネスコエコパークブランド認証審査会（以下「認証審査会」という。）を置く。 

２ 認証審査会の構成員は、推進協会長が任命する者とする。 

 

 （認証基準） 

第４条 推進協会長は、認証基準を別に定める。 

 

 （認証の対象） 

第５条 認証の対象となる産品は、別表１のとおりとする。 

２ 認証の対象となる事業者等及び産品は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

 一 認証を受けた産品を自ら消費者に向けて販売する事業者等であること。 

 二 祖母ＢＲエリア内のほ場又は施設で生産される産品であること。 

 三 生産又は販売について、関係する法令及び条例により許可、認可又は届出の必要がある場合に

あっては、当該許可又は認可を得た事業者等若しくは当該届出を済ませた事業者等であること。 

 

 （認証の申請） 

第６条 祖母ＢＲブランドの認証を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書

類等を推進協会長に提出するものとする。 

 一 認証申請書（第１号様式） 

 二 認証を受けようとする産品等の概要が分かる書類 

 三 その他推進協会長が必要と認める書類等 

 

 （認証の審査と決定） 

第７条 推進協会長は、前条の規定による認証の申請があった場合には、第４条に定める認証基準に

基づく適合審査を認証審査会に諮問する。 

２ 認証審査会は、前項による推進協会長の諮問があった場合には、認証申請書等必要な書類により

認証審査を行い、その結果を推進協会長に答申するものとする。 

３ 申請者は、円滑な認証審査に協力しなければならない。 

４ 推進協会長は認証審査会の審査結果に基づき、認証基準に適合し、祖母・傾・大崩ユネスコエコパ

ークブランド認証品（以下「認証品」という。）に決定した場合には、認証通知書（第２号様式）に



 
 

より認証を受けた当該申請者（以下「認証事業者」という。）に通知する。 

５ 推進協会長は、認証品として認められないと決定した場合には、認証不承認通知書（第２号様式）

により当該申請者に通知する。 

６ 推進協会長は、必要に応じて、第４項に規定する認証に意見を付けることができる。 

 

 （認証の公表） 

第８条 推進協会長は、認証品及び認証事業者について、推進協の公式ホームページやその他媒体に

より公表する。 

 

 （認証の有効期間及び更新） 

第９条 第７条第４項に規定する認証の有効期間は、認証した日の属する年度の翌年度の末日とする。 

２ 前項に規定する認証の有効期間が満了となる場合において、認証を更新しようとする者は、認証

の有効期間満了の３０日前までに、認証更新申請書（第３号様式）を推進協会長に提出しなければな

らない。 

３ 推進協会長は、認証更新申請書を受理したのち、認証の更新をすることができる。 

４ 第７条の規定は、有効期間の更新に係る認証に準用する。 

５ 推進協会長は、認証の更新の決定をした場合には、認証通知書（第２号様式）により認証事業者に

通知する。 

６ 前項の規定により更新される認証の有効期間は、認証を更新した日の属する年度の末日とする。 

 

 （認証内容の変更） 

第10条 認証事業者は、認証内容が次の各号のいずれかに該当するときは、認証事項変更報告書（第４

号様式）を速やかに推進協会長に提出しなければならない。 

 一 認証品の名称等を変更するとき。 

 二 認証事業者の氏名、名称若しくは代表者又は住所等を変更するとき。 

 三 認証品の生産又は販売を１年以上中止又は廃止するとき。 

 四 その他認証申請書記載事項等に変更が生じたとき。 

 

 （認証の表示） 

第11条 認証事業者は、認証品に認証の表示をすることができる。 

２ 認証事業者が行う認証の表示は、推進協が画像データとして提供する認証品の表示ラベル（以下

「認証ラベル」という。）によるものとし、認証品又は包装・容器等にシール等を直接貼付するか、

直接印刷により行うものとする。 

３ 推進協から提供を受けた認証ラベルの画像データは、改変してはならない。 

４ シール形式の認証ラベルは、在庫の範囲内で、認証事業者の求めに応じ推進協が提供する。シール

形式の認証ラベルの在庫がなくなった後又は包装・容器等に直接印刷する場合において、認証ラベ

ルの表示に要する経費は、認証事業者が負担するものとする。 

５ 認証事業者は、認証ラベルを認証品以外に表示してはならない。 

６ 認証事業者は、認証ラベルの使用状況を使用管理簿等により整備･保管しておかなければならない。 

７ 認証事業者は、認証の有効期間満了時に当該認証を更新しなかった場合において、推進協から提

供を受けたシール形式の認証ラベルに余剰があるときは、これを返還しなければならない。 

 

 （認証品の状況報告） 

第12条 認証事業者は、推進協会長の求めに応じて、認証品の生産出荷状況、認証ラベルの使用枚数に

ついて、生産出荷状況等報告書（第５号様式）により報告するものとする。 

 

 



 
 

 （認証品の調査及び検査） 

第13条 認証審査会は、必要があると認める場合には、認証品の調査及び検査を行うことができる。 

 

 （認証品の改善勧告） 

第14条 推進協会長は、認証品の品質を確保するため、必要に応じて改善勧告を行うことができる。 

 

 （認証の取消し） 

第15条 推進協会長は、認証品が次の各号のいずれかに該当するときは、認証審査会の審査を経て、認

証を取消すことができる。 

 一 虚偽の申請により認証を受けたとき。 

 二 認証基準に適合しなくなったと認められるとき。 

 三 認証品の生産又は販売を１年以上中止又は廃止したとき。 

 四 その他制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。 

２ 推進協会長は、前項の規定により認証の取消しを決定した場合には、認証取消通知書（第６号様

式）により認証事業者に通知する。 

３ 認証事業者は、取消しの通知を受けた場合には、推進協から提供を受けたシール形式の認証ラベ

ルを直ちに返還しなければならない。 

４ 推進協会長は、第１項第１号又は第４号の事由により認証を取消した場合には、その対象となる

認証品及び認証事業者を公表する。 

５ 前項の規定により公表された認証事業者は、取消しの日から１年を経過しなければ、新たに認証

の申請をすることができない。 

 

 （認証事業者等の責務） 

第16条 認証事業者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項に留意しなけれ

ばならない。 

 一 認証品の生産及び販売を通じて積極的に祖母ＢＲのブランド向上に努めること。 

 二 認証品の計画的な生産及び適正な品質管理に努めること。 

２ 当該認証品に係る事故又は苦情等（以下「事故等」という。）が発生した場合には、認証事業者が

その一切の責任を負うものとし、当該事故等の解決に向けて誠意を持って対応しなければならない。 

３ 認証事業者は、事故等が発生した場合には、事故等発生報告書（第７号様式）により直ちに推進協

会長に報告しなければならない。 

４ 推進協会長又は認証審査会が認証品の事故等を受け付けた場合には、認証事業者に対して速やか

にその内容を連絡する。連絡を受けた認証事業者は、事故等の解決に向けて誠意を持って対応し、事

故等発生報告書（第７号様式）により推進協会長に報告しなければならない。 

 

 （事務処理） 

第17条 この認証に関する事務処理は、推進協事務局が行う。 

 

 （その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は推進協会長が別に定める。 

 

附 則 

  この要綱は、公布の日から施行し、令和６年８月１日から適用する。 

  



 
 

別表１（第５条関係） 

認証対象 定義等 

果実・野菜・穀

物 

農薬登録における適用作物分類表（「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法

に係る適用農作物等の名称について」平成３１年３月２９日付け３０消安

第６２８１号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知：令和３年１月

１４日改正）における果樹類、野菜類又は穀類であって、生産過程の一部又

は全部を土耕栽培されたもの。 

茶 農薬登録における適用作物分類表（「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法

に係る適用農作物等の名称について」平成３１年３月２９日付け３０消安

第６２８１号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知：令和３年１月

１４日改正）における茶。 

きのこ 農薬登録における適用作物分類表（「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法

に係る適用農作物等の名称について」平成３１年３月２９日付け３０消安

第６２８１号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知：令和３年１月

１４日改正）におけるきのこ類。 

 



（第１号様式）

認証申請書

年 月 日

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会会長 殿

申請者 住 所

氏 名
（団体又は法人にあっては、名称及び代表者名）

電 話

メール

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークブランド認証制度実施要綱第６条の規定に基づき、関係

資料を添えて申請します。

１．栽培等基本情報

２．認証基準の種類：該当する認証基準の種類に☑してください。

☐ 有機農産物の日本農林規格（有機ＪＡＳ認証）

確認書類：認証書など証明書類の写し

☐ 環境保全型農業直接支払交付金交付対象

確認書類：認定通知の写し

☐ 日之影町農産物認証制度

確認書類：生産登録通知又は認証通知の写し

☐ 伝統農林産品

３．生産者数 人（団体又は法人申請のみ、品種別の重複を除く実数を記載）

４．添付資料：誓約書

認証を受けようとする産品、団体、販売方法等の概要（別添可）

作物名 ほ場又は生産施設の所在地
栽培予定

面積

認証ラベル 年間出荷予定数量

枚数 貼付方法 規格 数量

ａ

ａ

ａ



（第２号様式）

認証（不承認）通知書

祖傾大ユ推第 号

年 月 日

様

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会

会長

年 月 日付で申請のあった について、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークブラン

ド認証制度実施要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり認証（不承認）とすることに決定し

たので通知します。

記

［不承認の場合は、その理由］

認証番号 第 号

認証対象

認証の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで

備考



（第３号様式）

認証更新申請書

年 月 日

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会会長 殿

申請者 住 所

氏 名
（団体又は法人にあっては、名称及び代表者名）

電 話

メール

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークブランド認証制度実施要綱第９条の規定に基づき、以下

のとおり認証の更新を受けたいので申請します。

認証基準の種類：該当する認証基準の種類に☑してください。

☐ 有機農産物の日本農林規格（有機ＪＡＳ認証）

確認書類：認証書など証明書類の写し

☐ 環境保全型農業直接支払交付金交付対象

確認書類：認定通知の写し

☐ 日之影町農産物認証制度

確認書類：生産登録通知又は認証通知の写し

☐ 伝統農林産品

認証番号 第 号

作物名

ほ場又は生産施設

の所在地

栽培予定面積

認証ラベル 枚数： 貼付方法：

年間出荷予定数量 規格： 数量：



（第４号様式）

認証事項変更報告書

年 月 日

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会会長 殿

認証事業者 住 所

氏 名
（団体又は法人にあっては、名称及び代表者名）

電 話

メール

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークブランド認証制度実施要綱第１０条の規定に基づき、認

証事項の変更を報告します。

※添付資料：変更事項が、第三者から得ている認証の変更の場合、認証機関から通知された

認証書など証明書類の写し

認証番号 第 号

変
更
事
項

変更前

変更後

変更理由



（第５号様式）

生産出荷状況等報告書

年 月 日

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会会長 殿

認証事業者 住 所

氏 名
（団体又は法人にあっては、名称及び代表者名）

電 話

メール

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークブランド認証制度実施要綱第１２条の規定に基づき、関

係資料を添えて報告します。

※添付資料：出荷・販売に係る参考資料等があれば添付

認証番号 第 号

対象年 年産

作物名 栽培面積 出荷数量 主な出荷販売先
認証ラベル

使用枚数

ａ ㎏ 枚

ａ ㎏ 枚

ａ ㎏ 枚

ａ ㎏ 枚



（第６号様式）

認証取消通知書

祖傾大ユ推第 号

年 月 日

様

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会

会長

年 月 日付け認証番号第 号の認証については、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク

ブランド認証制度実施要綱第１５条の規定に基づき、下記理由により取り消します。

記



（第７号様式）

事故等発生報告書

年 月 日

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会会長 殿

認証事業者 住 所

氏 名
（団体又は法人にあっては、名称及び代表者名）

電 話

メール

認証品に関して、事故等の発生がありましたので、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークブラ

ンド認証制度実施要綱第１６条の規定に基づき報告します。

※発生時は、太枠内のみ記載

認証番号 第 号

発生日 年 月 日

事故の内容

発生原因及び

対応、再発防

止策の概要

【原因】

【対応】

【再発防止策】



誓 約 書

私は、下記の事項について誓約します。

記

１ 認証品の計画的な生産、製造及び販売等を通じて、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの

価値を伝え、ブランドイメージを高めるとともに、情報発信を積極的に行います。

２ 認証品の品質、流通、販売等において、苦情、要望等への対応や事故等の問題が生じた場

合は、私が一切の責任を負います。

３ 自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

（３） 暴力団員が役員となっている事業者

（４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

（５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を

締結している者

（６） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者

（７）暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される

関係を有している者

（８）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

４ ３の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団

体又は個人ではありません。

年 月 日

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会会長 殿

住 所

〔団体又は法人にあっては、名称及び代表者名〕

（ふりがな）

氏 名


